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補助金の交付状況に係る調書【平成２９年度交付分】

市の担当部課 経済環境部観光交流課

問い合わせ先 0568-44-0343
補助金の名称 国際交流協会運営補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

犬山国際交流協会 代表者名 会長　奥村英俊

― 条例 ―

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山国際交流協会運営補助金交付要
綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

特定団体への補助 補助開始年度 平成7年度 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

市が実施する国際交流や多文化共生に関する諸事業について、委託を受けてきた実績がある。
設立から20年経た団体であり、成熟した組織を有している。

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

民間主導による国際活動には、行政にはない独自の発想や柔軟な対応で、地域のまちづくりや
市民の国際感覚の涵養に期待できる。

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
4,295,000 4,324,000 6,675,000 6,675,000

（4,295,000 （4,324,000 （0 （0

市の補助金を使って
実施した事業の内容

・国際交流、多文化共生に関する諸事業（国際交流推進事業、青少年交流育成事業、犬山市各
種申請書等翻訳事業、コミュニティ通訳育成事業、国際観光センター自主事業、語学講座等）を
実施する為の犬山国際交流協会職員人件費
・犬山国際交流協会自主事業「語学講座」実施の為の部屋代等

補助事業者の会計全体の決算額（支出） 16,900,806

うち補助事業全体の経費 7,314,489

補助金の使途

うち補助対象経費 7,314,489

人件費（局長）

国際理解事業語学講座部屋代

2,392,014

人件費（一般事務員1名） 1,630,858

補助対象経費の内訳

479,100

人件費（庶務1名） 1,149,705

労働保険料等 1,634,548

広報事業ウェブサイト管理運営費 18,264

補助支援事業JICA派遣者助成金 10,000

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

964,689

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） 0

補助率、補助額 定額　6,675,000円

補助限度額 犬山国際交流協会運営補助金交付要綱による

精算の有無
（変更交付）

その理由
4月に予定事業として支出を行い、事業費確定後に精
算を行う

※平成２９年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

多くの市民が国際交流・国際協力・多文化共生に理解と関心を持ち、国際交流活動を展開する
効果は大きい。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）


